
「川内地域の緊急時対応」の改定について

１．改定の目的

「川内地域の緊急時対応」は、平成２６年９月に開催された川内地域ワーキングチーム（特別会合）（現在の地域原子力防災協議会）で
取りまとめ・確認が行われ、同年９月に原子力防災会議にて確認結果の報告及び了承がなされたところ。
その後、「川内地域の緊急時対応」の実効性の検証を目的として、平成２７年１２月、平成２９年１月にそれぞれ鹿児島県原子力防災訓

練等を実施し、成果報告書である「鹿児島県原子力防災訓練の記録」をそれぞれ取りまとめた。
今般の「川内地域の緊急時対応」の改定は、同報告書における訓練の教訓事項等を踏まえ、緊急時対応のより一層の具体化・充実化

を図るために行うもの。

平成30年○月○日

3月1日版

<改善⑥>避難経路の複数化
・新たに開通した区間を含めた、南九州西回り自動車を活用した避難経路を追加

<改善⑦>住民が屋内退避するための放射線防護施設の充実化
・放射線防護施設として、工事中を含め新たに９施設整備

<改善⑧>バス協会との協定に基づく避難車両の確保
・県と（公財）鹿児島県バス協会（協力事業者33社）が平成27年6月に協定を締結

<改善⑨>避難状況把握・渋滞緩和対策の強化
・ヘリによる映像配信を活用した渋滞・避難状況の把握

・映像伝送により得られた情報を活用した避難誘導・交通規制の実施

<改善⑩>離島の島外避難等防護措置の明確化

<改善⑪>緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ体制の強化
・電子線量計３３基を追加整備し、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾎﾟｽﾄが合計１００箇所に強化

<改善⑫>安定ヨウ素剤の確保体制の強化
・乳幼児向けゼリー状安定ヨウ素剤の備蓄・配布及び国によるUPZ内外における安定ヨウ素剤の備蓄

・障害や病気等により緊急時に安定ヨウ素剤の受け取りが困難なUPZ住民への事前配布（平成30年度から実施）

<改善⑬>原子力災害時における医療体制の連携・強化

２．改定のポイント
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〈改善①〉 自然災害等により家屋にて屋内退避ができない住民等
の対応策の具体化

地震による家屋の倒壊等により、屋内退避が困難な場合の

対応策の具体化
 余震の発生により、屋内退避の継続が困難な場合には、人命

の安全確保の観点からUPZ内の別の指定緊急避難場所等や、

あらかじめ定められているUPZ外の避難先への避難を行う

〈改善②〉 暴風雨や台風時などにおける防護措置の具体化

特別警報等発令時には無理に避難せず屋内退避を優先
 気象庁から警報等が発令されている場合には、原子力災害に対

する避難行動よりも、人命の安全確保を最優先とし、屋内退避を
実施

 天候が回復するなど、安全が確保できた場合には避難等を実施
する

対応
方針

〈改善④〉 ＵＰＺ内の住民の一時移転等を円滑に行うための対策①

ＵＰＺ内に位置する自治体の主な避難経路等の明確化
 ＵＰＺ内に位置する自治体毎に、避難先までの主な避難経路及び避難先

を明確化

〈改善③〉 観光客等一時滞在者の避難行動等の具体化

観光客等一時滞在者への情報伝達体制及びその避難行動
の具体化
 PAZ及びUPZ内の観光客等の一時滞在者に対し、警戒事態の

段階で帰宅等の呼びかけを実施する。
 また、そのための一時滞在者への情報伝達の手段や体制を具

体化

対応
方針

対応
方針

対応
方針

〈改善⑤〉 ＵＰＺ内の住民の一時移転等を円滑に行うための対策②

避難経路沿いに避難退域時検査場所候補地を明記
 ＵＰＺ内の住民の一時移転等を円滑に行うための対策として、３０ｋｍ周辺

の避難経路沿いに避難退域時検査場所の候補地２１カ所を明記

対応
方針



（参考）「川内地域の緊急時対応」の改定ポイント
改善③ 観光客等一時滞在者の避難行動等の具体化改善① 家屋の倒壊等により屋内退避が困難な場合の対応策の具体化
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 屋内退避指示がでている中で余震が発生し、屋内退避の継続が困難な場合には、人命の安全

確保の観点から地震に対する避難行動を最優先する。

 屋内退避指示中に避難を実施する際には、国及び鹿児島県等は、住民等の避難を円滑に実施

するため、避難経路や国が提供する原子力発電所の状況等について、確認・調整等を行う。
 鹿児島県等は、

観光客等一時滞

在者に対し、警戒

事態で帰宅等を呼

びかける。

 帰宅等に時間を

要する者は、宿泊

施設等にて待機し、

PAZ内では施設敷

地緊急事態の段

階で避難を実施。

改善② 暴風雨や台風時などにおける防護措置の具体化

＜全面緊急事態で天候が回復した場合＞
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健康ﾘｽｸが高まる者
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輸送等の避難準備
完了後に避難
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暴風雨や台風時など（気象庁における警報等の発表）

施設敷地緊急事態
（屋内退避準備要請）

警戒
事態

全面緊急事態

ＵＰＺ外

 暴風雨や台風時など、気象庁から警報等が発表されている場合には、外出を控える等の安全確

保を優先する必要があるため、安全が確保されるまでは、屋内退避を優先し、天候が回復する

など、安全が確保できた場合には、避難を実施。

 天候が回復するなどし、避難を実施する際には、国及び鹿児島県等は、避難経路や避難手段、

原子力発電所の状況等について、確認・調整等を行う。
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避難元地区
①出水地区

②西出水地区

③高尾野地区（一部）

【主な避難経路①】

（県道373号または県道369号）→国道447号→国道
267号→国道268号→県道55号→（（県道50号→国
道223号）または（国道504号→国道223号））

267

【主な避難経路②】

（県道373号または県道369号）→国道
328号→国道504号→（（県道２号→県
道60号→国道223号）または（県道51号
→県道42号→国道10号））

 地区毎にあらかじめ

避難経路を設定。

 自然災害等によりその

避難経路が使用できな

い場合は、他のﾙｰﾄを

活用し避難を実施。

出水市

改善④ ＵＰＺ内に位置する自治体の主な避難経路等の明確化

 緊急時の避難を円

滑に行うため、３０ｋ

ｍ圏周辺から避難

所までの間で、避難

経路上に２１カ所の

避難退域時検査場

所の候補地を選定。

県道348号線
（上甑町中野地区）

サンセット長島下の広場

長島町城川内運動場

出水市総合運動公園
及び出水市総合体育館

ＵＰＺ

ＰＡＺ

改善⑤ 避難経路沿いに避難退域時検査場所候補地を明記

県立サッカー・ラグビー場

川床コミュニティ運動場 北薩地域振興局出水支所

柏原グラウンド

薩摩総合運動公園

姶良市蒲生体育館

郡山総合運動公園

宮之城総合運動公園

松元平野岡運動公園

県森林技術総合センター

中甑漁港

伊集院総合運動公園

日置市総合体育館
及び日置市中央公民館

日吉総合体育館

日置市吹上浜公園体育館

日置市吹上中央公民館

県立農業大学

避難先：霧島市
<①出水地区>
高千穂小学校 他2箇所
<②西出水地区>
まきぞのアリーナ 他14箇所
<③高尾野地区（一部）>
国分高等学校 他１０箇所
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※ 人口は，平成29年4月1日時点

川内地域の緊急時対応（概要版） ①原子力災害対策重点区域・広域避難先

 川内地域における原子力災害対策重点区域（概ね半径30kmの範囲）の人口は208,285人
（平成29年4月1日現在）。

 PAZ内の人口は薩摩川内市の4,524人。
 UPZ内の人口は関係9市町203,761人。

１．川内地域の原子力災害対策重点区域 ３．ＰＡＺ及びＵＰＺにおける広域避難先

平成30年3月XX日

1

【UPZ市町】

薩摩川内市、いちき串木野市、阿久根市、
鹿児島市、出水市、日置市、姶良市、
さつま町、長島町

 薩摩川内市のPAZ内4地区の住民避難先については、鹿児島市内の7施設に避難先を確保。
 4地区における避難先については、普段から避難計画に関する住民説明会や訓練等を通じて住民

に周知。
 UPZ内関係市町が作成した避難計画に基づき、住民の一時移転等を行う。
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２．原子力災害対策指針における緊急事態の防護措置の考え方

PAZ内住民の避難先

ＰＡＺ内 ＵＰＺ内
合 計

（概ね５km) （概ね５～３０km）

4,524 人 203,761 人 208,285 人

出典：国土地理院ホームページ（http://maps.gsi.go.jp/#9/35.795538/136.051941）
「白地図」国土地理院（http://maps.gsi.go.jp/#10/35.533344/135.689392）をもとに
内閣府（原子力防災）作成

PAZ

UPZ

（●数時間内を目途に区域を特定）

●PAZの住民の避難開始
●PAZの住民は安定ﾖｳ素剤を服用

例）冷却機能喪失

ＵＰＺ（5～30㎞） （30㎞～）

ＥＡＬ（ＧＥ）

例）大地震（所在市町村で震度６弱以上）

例）全交流電源喪失

PAZ（～5㎞）

●PAZの住民の避難準備を開始 ●UPZの住民は屋内退避の準備を開始
（●PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難を開始）

（●PAZの施設敷地緊急事態要避難者の避難準備を開始）

ＥＡＬ（ＡＬ）

ＥＡＬ（ＳＥ）

●UPZの住民は屋内退避

OIL1

OIL2

避難

1週間程度内に一時移転

（●１日内を目途に区域を特定し、
地域生産物の摂取を制限する）

空間線量率500μSv/h超過

空間線量率20μSv/h超過

事
故
等
が
進
展

③全面緊急事態（原災法15条）【防護措置を実施】

②施設敷地緊急事態（原災法10条）【防護措置の準備を開始】

①警戒事態【警戒体制の構築（参集、情報収集、拠点間の連絡など）】

 緊急事態の初期対応段階は放射性物質放出前から原子力施設の状況等の進捗で、放射性物質放
出後は緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞの結果に基づいて防護措置を実施。
① EAL（Emergency Action Level ）による初期対応段階における防護措置

原子力施設の状況等に基づく緊急事態区分を導入し、その区分を判断する基準（EAL）を設定。
EAL に基づき、避難等の防護措置を実施。
※施設敷地緊急事態要避難者の避難は、通常以上の時間がかかるため、 EAL（SE）の段階から避難を開始する。
ただし、避難の実施により健康ﾘｽｸが高まるおそれのある者は遮へい効果の高い建物等に屋内退避する。

② OIL（Operational Intervention Level）による放射性物質放出後における防護措置
国はEAL（SE）の段階で緊急時ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞｾﾝﾀｰを立ち上げ、ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞを開始。放射性物質放出後、防護
措置の実施基準（OIL）に基づきﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ結果から区域を特定し、PAZ外の住民の防護措置を実施。

放射性物質放出後

UPZ内市町の広域避難先

（凡例）
： 避難先施設

＜避難方法＞

①自家用車

②近所の方の自家用車に同乗

③集合場所からﾊﾞｽ等

避難元 避難先

滄浪
地区

・総合体育ｾﾝﾀｰ武道館

寄田
地区

・鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ
（宝山ﾎｰﾙ）

水引
地区

・鹿児島県文化ｾﾝﾀｰ
（宝山ﾎｰﾙ）

・かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ
・県立図書館本館

峰山
地区

・鹿児島盲学校体育館

・開陽高等学校体育館

・鹿児島南高等学校体育館

PAZ内人口

滄浪
地区

375人

寄田
地区

285人

水引
地区

2,564人

峰山
地区

1,300人

合計 4,524人

そうろう

よりた

みずひき

みねやま

そうろう

よりた

みずひき

みねやま

鹿児島市

UPZ内2市
県外避難先

熊本県芦北町他2市町

UPZ内9市町
県内避難先

霧島市他18市町
（同一市町内避難を含む）

川内ｵﾌｻｲﾄｾﾝﾀｰ

3月1日版


	資料_Part1
	資料１
	「川内地域の緊急時対応」の改定について


	資料_Part2
	資料１
	スライド番号 2


	資料_Part3
	資料２
	川内地域の緊急時対応（概要版） ①原子力災害対策重点区域・広域避難先



